
（様式―１） （平成31年４月１日作成）

事務名　不動産鑑定業者（東京都知事登録）廃業事務

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》
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作成部署　住宅政策本部住宅企画部不動産業課免許担当　電話３０－３７５

標準処理期間　計１０日 項　　目 説　　明

2 実質審査

4 通知
同法施行規則第３５条第２項に基づき申請者に通知しま
す。

申請書及び添付書類に重要な事実の記載が欠けていな
いかどうかを審査します。

不動産の鑑定評価に関する法律（以下「法」といいます）
第２９条に基づき提出された申請書に記載漏れがないか
どうか、添付書類がそろっているかどうかを審査します。

形式審査1

3 決定手続、登録
登録の諾否につき、不動産業課長が決定します。
法第３０条の規定に基づき登録を消除します。
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　　　　　　（令和4年4月1日）　　




